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紹 介 議 員  ― 

提 出 者 か ら の 説 明 希 望 の 有 無 有 ・ 無 

件   名   と   要   旨 

 

（件 名）  

旭川女子中学生いじめ凍死事件を起因とする教職員，生徒及び関係者への人権じゅうりんに関

する名誉の回復及びしかるべき補償並びにその公表等を求めることについて 

 

（要 旨） 

２０２１年に旭川女子中学生いじめ凍死事件（以下「事件」という。）が発生し，これに関して

報道各社による過熱な報道はもとより，当該事件に関連する教職員，生徒及びその関係者たち（以

下「報道被害者」という。）の人物像を著しくわい曲又はねつ造した報道がなされ，その名誉及び

日常生活等を破壊され，人権をじゅうりんされ続けている。彼らは，日々，新聞，週刊誌及びイ

ンターネット上の動画投稿ウェブサイトへ，そのねつ造された人物像及び言動等を登載され続け，

生活を脅かされている。 

２０２２年９月に旭川市いじめ防止等対策委員会による当該事件に関する調査報告書が作成さ

れ，その後隠蔽なき態様をもってこれが流出したことで，当該報道のねつ造ぶり及び非道ぶりが

露呈した。 

特にひどいねつ造点を抜粋すると，次の６項目が挙げられる。 

１ 当該事件被害者女子生徒の保護者からの重大な相談の要請に対し，デートを優先して拒絶し

た女性教員 

２ 被害者女子生徒が御自身の命と引換えに御自身の性的な姿態を撮影された画像の消去を他の

生徒へ求めた発言 

３ いじめ発覚を恐れて虚偽説明をした男子生徒 

４ 不特定多数へ２の画像を拡散した男子生徒 

５ １人の被害者よりも１０人の加害者の未来を優先する教頭 

６ いじめを隠蔽すべく会合での弁護士同伴を忌避させた校長 

 これらの偽情報により，先述の人権じゅうりんが今もなお，日々繰り返されており，決して看

過できない。 

よって，旭川市，旭川市教育委員会及びその他の関係機関（以下「関係機関等」という。）に対

し， 当該報道被害者に対する名誉の回復及びしかるべき補償並びにその措置等を広く知らしめる

ことと併せて，本件の元凶とも評すべき報道に関係する会社等へ，その記事の削除又は訂正並び

にその公表及び拡散を要請すべく働きかけるべきである。 

以上の趣旨から，次の事項について陳情する。 

（裏面に続く） 



 

陳情事項 

関係機関等に対し，次の事項を働きかけること。 

１ 当該事件に関連する各種ねつ造・過熱報道により，著しく不当に現実からわい曲若しくはか

い離した人物像を構築され，又はこれを広く一般に拡散され若しくは定着させられたことで，

名誉を毀損され，日常生活又は社会生活に著しく支障を来し続けている当該報道被害者の名誉

を回復すること。 

２ 当該報道被害者に対し，しかるべき補償をすること。 

３ １及び２の措置等の内容並びにこれに関連して関係機関等が把握した当該事件に係る真相を

公表し，広く一般へ知らしめること。 

４ 当該報道に関する会社等に対し，記事の削除又は訂正並びにこれら措置等の公表及び拡散等

へ向けて働きかけること。 

 


